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法
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付
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要
旨

本
法
律
案
は
、
植
物
の
新
品
種
の
育
成
者
権
の
適
切
な
保
護
及
び
活
用
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
品
種
登
録
審
査
実
施
方
法
の
充
実
・
見
直
し

出
願
者
は
品
種
登
録
の
審
査
に
お
け
る
現
地
調
査
又
は
栽
培
試
験
に
係
る
手
数
料
を
納
付
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、

出
願
者
が
納
付
す
る
出
願
料
の
上
限
及
び
育
成
者
権
者
が
納
付
す
る
登
録
料
の
上
限
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
品
種
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
登
録
品
種
の
特
性
の
位
置
付
け
の
見
直
し

品
種
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
登
録
品
種
の
審
査
特
性
（
農
林
水
産
大
臣
が
出
願
品
種
の
審
査
で
特
定
し
た
特
性
の
こ
と
を

い
う
。
）
に
よ
り
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
は
、
当
該
登
録
品
種
と
特
性
に
よ
り
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
と
推
定
す

る
こ
と
と
す
る
。

三
、
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ぶ
範
囲
の
例
外
を
定
め
る
自
家
増
殖
に
係
る
規
定
の
廃
止

育
成
者
権
の
効
力
が
及
ぶ
範
囲
の
例
外
で
あ
る
、
農
業
者
が
譲
渡
さ
れ
た
登
録
品
種
等
の
種
苗
を
用
い
て
収
穫
物
を
得
、



二

そ
の
収
穫
物
を
自
己
の
農
業
経
営
に
お
い
て
更
に
種
苗
と
し
て
用
い
る
自
家
増
殖
に
は
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
と
す

る
規
定
を
削
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
輸
出
先
国
又
は
栽
培
地
域
が
指
定
さ
れ
た
登
録
品
種
に
つ
い
て
の
育
成
者
権
の
効
力
に
関
す
る
特
例
の
創
設
等

１

品
種
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
育
成
者
権
の
適
切
な
行
使
を
確
保
す
る
た
め
、
品
種
登
録
出
願
と
同
時
に
、
輸

出
先
国
又
は
栽
培
地
域
を
指
定
す
る
旨
を
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

輸
出
先
国
又
は
栽
培
地
域
が
指
定
さ
れ
た
登
録
品
種
等
に
つ
い
て
、
種
苗
等
の
譲
渡
後
も
当
該
輸
出
先
国
以
外
へ
種
苗

等
を
輸
出
す
る
行
為
又
は
当
該
栽
培
地
域
以
外
で
収
穫
物
を
生
産
す
る
行
為
に
は
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
と
し
、

当
該
登
録
品
種
の
種
苗
を
業
と
し
て
譲
渡
す
る
者
等
は
、
種
苗
又
は
包
装
に
登
録
品
種
で
あ
る
旨
の
表
示
及
び
輸
出
先
国

又
は
栽
培
地
域
に
関
す
る
制
限
が
あ
る
旨
等
の
表
示
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
四
の
規
定
等
の
施
行
期
日
を
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
一
日

に
改
め
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


